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税問
合
先　

税
務
課

忘れずに
納めましょう

　固定資産税（償却
資産分含む）、市・
府民税の第4期納期
限は、12月25日㈮
です。
　市税の納付には
便利な口座振替を
利用してください。

大阪府からのお知らせ
12月は
「税収確保重点月間」
　府内の市町村と連携し、
滞納者に対する徹底した
催告や財産の差し押さえ
などを行い、納期内に納税
された人との税の公平性
を確保します。
問合先　大阪府泉南府税
事務所（☎439-3601）

固
定
資
産
税

■
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

　

今
年
中
に
土
地
・
家
屋
を
取
得
し

た
り
、
家
屋
を
新
築
し
た
り
し
た
場

合
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

家
屋
を
新
築
や
増
改
築
を
し
た
と

き
は
、
税
務
課
へ
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
登
記
申
請
を
し
た
人
は
届
出
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す

　

今
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場

合
は
、
そ
の
部
分
に
か
か
る
固
定
資

産
税
は
、
翌
年
か
ら
課
税
さ
れ
な
く

な
り
ま
す
。
必
ず
税
務
課
へ
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
を
し
な
い
と
、
引
き
続
き
固

定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
、
ご
迷
惑
を

か
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
償
却
資
産
の
申
告

　

市
内
で
事
業
を
営
む
人
は
、
所
有

す
る
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
、
来
年

１
月
末
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

特
に
、
今
年
１
月
２
日
以
降
に
資

産
の
入
れ
替
え
や
廃
業
、
個
人
か
ら

法
人
へ
の
資
産
の
異
動
な
ど
が
あ
れ

ば
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
本
市
で
は
、固
定
資
産
税（
償

却
資
産
）
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
申
告
書
の
提
出
の
際
は
、
申

告
内
容
の
い
ま
一
度
の
点
検
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
平
成
28
年
度
分
申
告
書
類
】

配
布
時
期　

12
月
上
旬
（
予
定
）

提
出
期
限　

来
年
２
月
１
日
㈪

12
月
は「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

　

大
切
な
市
税
を
確
保
す
る
た
め
、

「
税
収
確
保
重
点
月
間
」に
は
、夜
間
・

日
曜
日
の
納
税
相
談
や
電
話
・
訪
問

催
告
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
泉
佐
野
市
納
付
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
」
に
よ
る
納
付
勧
奨
も
行

い
ま
す
。
納
付
が
ま
だ
の
人
は
早
め

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理

解
ご
協
力
に
よ
り
、
平
成
26
年
度
市

税
徴
収
率
（
現
年
度
分
）
は
、
前
年

度
を
上
回
る
９
９
．
35
％
と
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
滞
納
繰
越
分
と
合
わ

せ
た
合
計
徴
収
率
は
９
８
．17
％
で
、

府
内
33
市
中
で
５
年
連
続
１
位
に
な

り
ま
し
た
。
今
後
も
正
し
い
納
税
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
夜
間
・
休
日
納
税
相
談

　

病
気
・
失
業
な
ど
の
特
別
な
事
情

で
、
や
む
を
得
ず
納
期
限
ま
で
に
納

め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
期
間
を
限
っ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

☎
４
６
２・
３
４
７
１

■
公
的
年
金
を受

給
さ
れ
て
い
る
人
へ

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
（
＊
）
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
＊
）
…
複
数
か
ら
受
給
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
合
計
額

●
前
述
の
場
合
で
も
、
所
得
税
の
還

付
を
受
け
る
に
は
、
確
定
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の
所
得
金
額

が
20
万
円
以
下
で
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
な
い
場
合
で
も
、
住
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。
住
民
税
に
関

し
て
詳
し
い
こ
と
は
、
市
の
税
務
課

に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

た
納
税
猶
予
制
度
や
分
割
納
付
な
ど

の
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

●
夜
間
納
税
相
談　

12
月
７
日
㈪
〜

11
日
㈮ 

午
後
５
時
15
分
〜
８
時

●
休
日
納
税
相
談

12
月
13
日
㈰ 

午
前
９
時
〜
正
午

場
所　

税
務
課

■
滞
納
処
分

　

滞
納
（
市
税
を
納
期
限
内
に
納
め

な
い
こ
と
）
に
な
る
と
、
ま
ず
督
促

状
や
催
告
状
に
よ
り
納
付
を
促
し
ま

す
が
、
納
付
相
談
も
な
く
滞
納
し
た

ま
ま
で
い
る
と
、
延
滞
金
が
か
さ
む

ば
か
り
で
な
く
、
納
期
限
内
納
税
さ

れ
た
人
と
の
税
の
公
平
性
の
観
点
か

ら
滞
納
し
て
い
る
人
の
財
産
を
調
査

し
、
差
し
押
さ
え
る
な
ど
の
強
制
処

分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

滞
納
処
分
は
最
終
手
段
で
す
。
こ

の
よ
う
な
事

態
が
お
こ
ら

な
い
よ
う
納

税
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

広　

告

広　

告
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国
民
年
金

問
合
先　

国
保
年
金
課

障
害
基
礎
年
金

　

国
民
年
金
加
入
中
や
、
老
齢
基
礎

年
金
受
給
前
の
60
〜
64
歳
に
初
診
を

受
け
た
病
気
や
ケ
ガ
が
原
因
で
心
身

に
障
害
が
残
り
、
次
の
①
②
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
障
害
基

礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
20
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
病
気
や

ケ
ガ
に
よ
り
障
害
の
状
態
に
な
っ
た

場
合
は
、
②
の
み
に
該
当
す
れ
ば
障

害
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

①
初
診
日
の
前
々
月
ま
で
の
被
保
険

者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間

と
保
険
料
免
除
期
間
（
一
部
免
除
は

納
付
し
て
い
る
期
間
）、
若
年
者
納
付

猶
予
期
間
お
よ
び
学
生
納
付
特
例
期

間
を
あ
わ
せ
た
期
間
が
、
そ
の
被
保

険
期
間
の
３
分
の
２
以
上
あ
る
こ
と

※
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
初
診

を
受
け
た
場
合
は
、
初
診
日
の
前
々

月
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
た
１
年
間
に
保

険
料
未
納
期
間
が
な
い
こ
と

②
障
害
認
定
日
（
病
気
や
ケ
ガ
に
よ

り
、
初
め
て
診
療
を
受
け
た
日
か
ら

１
年
６
ヵ
月
を
経
過
し
た
日
、
ま
た

は
そ
れ
以
前
で
も
症
状
が
固
定
し
た

場
合
は
そ
の
日
）
に
国
民
年
金
法
に

定
め
ら
れ
た
障
害
等
級
１
・
２
級
の

状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と

※
障
害
認
定
日
以
降
に
障
害
の
程
度

が
増
進
し
、65
歳
に
な
る
ま
で
に
１
・

２
級
に
該
当
し
た
場
合
も
申
請
で
き

ま
す
。

年
金
額
（
平
成
27
年
度
）

●
１
級
…
９
７
５
，
１
０
０
円

●
２
級
…
７
８
０
，
１
０
０
円

※
受
給
者
に
生
計
を
維
持
す
る
子

（
年
度
末
に
お
い
て
18
歳
未
満
の
子
、

ま
た
は
１
・
２
級
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
20
歳
未
満
の
子
）
が
い
る
場
合

は
加
算
が
あ
り
ま
す
。

　

過
去
の
国
民
年
金
任
意
加
入
対

象
期
間
（
海
外
在
住
期
間
な
ど
除

く
）
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
当
時
負
っ
た
障

害
で
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

し
て
い
な
い
人
に
、
国
民
年
金
制

度
の
発
展
過
程
に
お
い
て
生
じ
た

特
別
事
情
を
か
ん
が
み
、
福
祉
的

措
置
と
し
て
「
特
別
障
害
給
付
金
」

が
あ
り
ま
す
。

　

受
給
額
は
障
害
基
礎
年
金
額
と

異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
経
過
的
福

祉
手
当
を
受
給
中
の
人
は
併
給
で

き
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

加
入
・
脱
退
の
届
出
は

14
日
以
内
に

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
が
、
就
職
や
扶
養
認
定
さ
れ
る
な

ど
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
、
国

民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
勤
務
先
の
新
し
い
保
険
証

と
国
民
健
康
保
険
証
を
持
参
し
、
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
勤
務
先
を
退
職
し
て
健
康
保

険
の
任
意
継
続
を
し
な
か
っ
た
場
合

や
、
扶
養
か
ら
外
れ
る
な
ど
社
会
保

険
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
勤
務
先
で
加
入
し
て
い
た

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
証
明
書
を
持

参
し
、
喪
失
日
（
＊
）
か
ら
14
日
以

内（
厳
守
）に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
は
、
直
前

に
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
の
喪
失

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
（
最
長
２
年

間
）。
保
険
料
も
届
出
月
で
は
な
く
加

入
月
（
資
格
取
得
月
）
か
ら
負
担
す
る

こ
と
に
な
り
、
届
出
が
遅
れ
た
期
間

は
、
保
険
で
の
医
療
費
負
担
も
原
則
で

き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

（
＊
）
喪
失
日
…
健
康
保
険
の
資
格

が
切
れ
た
日

「
任
意
継
続
制
度
」
っ
て
？

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
に
一
定
の
加

入
期
間
が
あ
れ
ば
、
退
職
後
も
引
き

続
き
２
年
間
を
限
度
に
継
続
加
入
で

き
る
制
度
で
す
。
保
険
料
は
会
社
負

担
分
も
含
め
た
額
（
限
度
額
あ
り
）

で
す
。
退
職
日
の
翌
日
か
ら
20
日
以

内
（
厳
守
）
に
全
国
健
康
保
険
協
会

大
阪
支
部
ま
た
は
勤
務
し
て
い
た
会

社
の
健
康
保
険
組
合
で
手
続
き 

し
て

く
だ
さ
い
。

　

退
職
す
る
場
合
は
、
国
民
健
康
保

険
と
任
意
継
続
の
ど
ち
ら
を
選
択
す

る
の
か
を
よ
く
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

12
月
は
国
民
健
康
保
険
料

徴
収
強
化
月
間

　

保
険
料
は
医
療
費
や
出
産
一
時
金

な
ど
の
給
付
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
、

国
保
の
大
切
な
財
源
で
す
。
保
険
料

徴
収
を
強
化
す
る
た
め
、
夜
間
の
電

話
・
訪
問
催
告
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
保
険
料
の
ほ

か
に
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
も
あ
わ

せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。
ま
た
、
未
納
の
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
保
険
証
の
有
効
期
間
や

保
険
給
付
に
制
限
が
か
か
る
ほ
か
、

公
平
性
の
観
点
か
ら
や
む
を
得
ず
滞

納
し
て
い
る
人
の
財
産
を
調
査
し
、

そ
れ
ら
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
保
険
料
は
納
期
限
ま
で
に

納
め
て
く
だ
さ
い
。

国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料
夜間の納付相談窓口

　保険料の納付および納付相
談や国民健康保険の加入（他
の健康保険からの切替）・資
格喪失手続きもできます。
日時　12月14日㈪～17日㈭
　　　午後5時30分～8時
場所　国保年金課
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介
護
保
険

問
合
先　

高
齢
介
護
課

介
護
保
険
の
運
営
状
況

　

平
成
27
年
３
月
の
第
１
号
被
保
険

者
数
は
、
２
４
，
３
３
１
人
、
高
齢

化
率
は
24.0
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
、
５
，
５
７
４
人
が
介
護
認

定
を
受
け
て
お
り
、
認
定
率
は
22.9
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
27
年
に
は

団
塊
の
世
代
が
全
て
高
齢
者
人
口
に

加
わ
り
、
高
齢
化
が
加
速
す
る
と
と

も
に
、
介
護
を
必
要
と
す
る
人
の
増

加
も
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

 　

平
成
27
年
３
月
の
介
護
認
定
の
状

況
は
、
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い

る
人
が
28
％
、
要
介
護
の
認
定
を
受

け
て
い
る
人
が
72
％
と
な
っ
て
い
ま

65
歳
以
上
の
人
は

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者

　

市
内
在
住
者
が
65
歳
に
な
っ
た
場

合
や
、
65
歳
以
上
の
人
が
市
内
に
転

入
し
た
場
合
、
本
市
の
介
護
保
険
第

1
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介
護
保
険

証
や
介
護
保
険
料
の
通
知
書
、
納
付

書
な
ど
を
送
り
ま
す
。

（＊）合計所得金額…地方税法第292条第
1項第13号に規定される金額（年金・給与・
不動産・配当等の各収入金額から必要経費
に相当する金額を控除した金額の合計額
で、純損失・雑損失・居住用資産等の譲渡
損失・上場株式等に係る譲渡損失・先物取
引に係る差金等決済に係る損失の繰越控除
前の金額、土地・家屋等の譲渡所得は特別
控除適用前の金額）を言います。（所得税
や住民税の課税決定に用いられる「総所得
金額」とは異なります）

所得税確定申告にかかる証明
申請・問合先　高齢介護課

■在宅の要介護者などのおむつ代の医療費控除
　寝たきりなどで、おむつを使用している場合、確定申告の際に、
おむつ代の領収書に医師が作成した「おむつ使用証明書」を添付す
ることで、医療費控除を申告することができます。
　また、2年目以降の申告には、市が発行する「確認書」をおむつ
使用証明書に代えることができます。
■介護保険「要支援・要介護認定者」の障害者控除
　身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人でも、65歳以
上で介護保険の要支援・要介護認定を受け、身体障害者に準じる者
と認定される場合は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けるこ
とができます。

■納めた介護保険料の社会保険料控除
　平成27年中に納めた介護保険料は、社会保険料控除として平成
27年分の所得から控除できます。特別徴収（年金天引き）した介護
保険料は本人の所得申告でのみ控除対象とすることができます。
　普通徴収（納付書・口座振替）で納めた介護保険料がある人には、
「介護保険料納付額確認書」を1月末に送付します。
※介護保険料を全額特別徴収（年金天引き）で納めている人には送
付しません。日本年金機構などから送付される源泉徴収票をご利用
ください。

　確認書・障害者控除対象者認定書の交付を受ける場合、証明手数料
（400円）が必要です。また、即日交付はできませんので、ご了承ください。

介
護
保
険
料　

４
月
１
日
現
在
（
転

入
の
場
合
は
転
入
時
、
65
歳
に
な
る

場
合
は
誕
生
日
の
前
日
）
の
世
帯
員

の
住
民
税
課
税
状
況
と
、
本
人
の
昨

年
中
の
課
税
年
金
収
入
額
や
合
計
所

得
金
額
（
＊
）、
住
民
税
課
税
状
況

に
よ
り
決
定
し
ま
す
（
保
険
料
の
算

出
方
法
は
広
報
７
月
号
を
ご
覧
く
だ

さ
い
）。

　

保
険
料
決
定
額
は
納
入
通
知
書
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

す
。
介
護
度
別
の
割
合
は
、
要
介
護

１
と
要
介
護
２
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ

19
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
要
支
援

１
の
人
が
15
％
、
要
介
護
３
の
人
が

14
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
給
付
費
等
の
状
況
は
、
平

成
26
年
度
の
総
合
計
は
７
３
億
４
，

３
０
０
万
円
と
な
り
、
平
成
25
年
度

か
ら
約
３
％
の
伸
び
と
な
っ
て
い
ま

す
。
保
険
給
付
費
等
は
介
護
保
険
料

算
定
の
基
礎
と
な
る
金
額
で
す
。
そ

の
た
め
、
市
で
は
負
担
の
公
平
性
や

給
付
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
不
要

な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い

か
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
介
護
給
付

費
等
適
正
化
事
業
の
取
組
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

今
後
も
安
定
し
た
介
護
保
険
制
度

の
運
営
を
行
う
に
は
、
被
保
険
者
一

人
ひ
と
り
の
ご
協
力
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
高
齢
者
ご
自
身
の
健
康
増
進

へ
の
取
組
や
介
護
保
険
料
の
納
付
に
、

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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